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第44回地域問題研究交流集会報告

2012年1月21日（土）の13時30分からアスト津において、「ワーキングプアについて

法的に考える一韓国、ヨーロッパの状況を参考に-」をテーマとする本研究所の第44回研究
交流集会が行われました。参加者は、一般、学生ら約15名でした。

（山川）

足もとお悪い中ご足労ありがとうございます。

今から地域問題研究所の第44向研究交流集会｢ワ

ーキングプアについて法的に考える」ということ

で韓国等の状況を見ながらやっていきたいと思い

ます！。私は三重短期大学法経科准教授、労伽法を

担当しております、山川と申します。今日はよろ

しくお願いします。この会を始めるにあたって地

域問題研究所の交流集会ということでやらせても

らっていますので、簡単に趣旨を説明させて頂き
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ファについて法的に奪える。
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ますと、三重短期大学には、地域問題研究所があ

りまして､この研究所自体は設立から20年以上経

っておりまして私は法律のところなんですけれど

も、他の分野、行財政、福祉、居住生活など様々

なことをやっております。今日は私が担当しまし

て労働法の観点からワーキングプアということを

考えていきましょうということです。今日は3本

報告を用意させてもらっていますb1本目はまず

私が、「日本の非正規雇用の現状と法政策」という

ことでワーキングプアとイメージされるものがど

んな問題でどこから生じているのかということを

法制度の観点から確認しておこうというところと、

それに関連する動きはどんなものがあるのかなと

思いますb次に「韓国の非正規雇用と現状と法政

策」というテーマで韓国教育開発院教育政策情報

センターで当研究所の共同研究員の文普玄氏に報

告をして頂きます｡概要等についてはそれぞれの

報告のところで中身を聞いて頂いて、そのあとヨ

ーロッパの現状を私のほうで少し補足していきた

いと思います．

第1報告「日本の非正規雇用の現状と法政策」

「日本の非正規雇用の現状と法政策」というこ

とでワーキングプアについてみていくわけですが、

「ワーキングプアについて法的に考える」という

テーマを選んだきっかけとしては、いわゆる派遣
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労働者数が5111万人で正規が3355万人、非正規

が1755万人で､雇用全体に占める非正規雇用の割

合が34.3%となっている増加傾向はとどまらず、

これは変わらないだろうということが確認できれ

ばよいかという程度です。なお、非正規雇用の中

ではパート・アルバイトが主流です（グラフは、総

務省「労働力調査」平成22年平均（詳細）より)。

“

切り、有期契約の雇止めです。それまでは非正規

雁用の労働者は比較的、派遣は別かもしれません

が有期雇用は、もちろん雇止めされる場合もあり

ますけれども比較的雇用が守られていたところも

あります。後で見ることになると思いますが、実

際に期間を定めないで労働契約を締結している人

の1回の契約期間ではなく、契約更新等により通

算した在癖期間をみると、これは結柵長期にわた

っているという統計が出ています。そうすると、

非正規であっても、これまではそれなりに雇用が

継続していたのが、打ち切られていった。そこで

打ち切られたときに直ちに生活困窮者となる者が

多いということになると、そういった非正規の問

題を考える必要があるだろうということで、今回

のテーマ設定をました。ワーキングプアという言

葉ですが、一般には、働いているけれども年収が

200万円以下というふうにいわれてはいますが、

実際200万円が適正な生活困窮指標か分からない

ところがあります。また、ワーキングプアという

ものには、正規雇用ではあるけれども長時間労働

をしている割には報酬が少ない、サービス残業が

多いというのも実際にはワーキングプアに入りう

ると思います。しかし、今日は非正規雇用を中心

に取りあげていきます。
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（非正規雇用の比率｡平成22年度男性18.9％､女性52.8％、

計34.2％･いずれも漸増傾向｡）

次は正規雇用と非正規雇川の違いを見ますもま

ず、年間収入（男女別）について見ると、男性の

正規、非正規、そして年収がどの屑に該当するか

○非正規雇用の現状

それでは、非正規雇用の現状を見ていきます。

まず、非正規雇用の増加傾向を確認し、次に正規

雁用と非正規雇用の違い、実際に格差はあるのか

ということを数字で確認しておこうという話にな

ります。統計によっては母数が違ったり定義が迷

ったりするわけですけれどだいたいイメージで考

えてもらえれば十分なのかなという気は致します。

非正規労働者の増加傾向ですが、平成22年は、

一正現の職員・捉爾員【肌】
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というのを見ていくと、正規のほうは500～699

万円（20.9％）が比較的多い、300～399万円

（20.2％）も似たようなパーセンテージで占めて

いるわけなのですが、非正規のほうは100～199

万円（30.4％）が中心で100万円未満（28.7％）

も含めると､半数が199万円未満となるようです。

女性については男性と女性の賃金の比較自体が問

題視されるべきではありますが、女性も非正規の

方が低くなっています(正規200～299万円28.0％、

100～199万円20.6％･他方､非正規100万円未満

49.6％、100～199万円36．9％)。イメージとして

は正規非正規を比べれば単純に非正規の方が年収

自体は低くなっている。ちなみに厚生労働省の平

成22年賃金構造基本統計調査によれば､正規雇用

の収入を100とすると非正規雇用の収入は64とい

う割合になるということだそうです。ところで、

正規と非正規の比較は単純に出来ない。例えばパ

ートであれば労働時間数が全然違えば、差があっ

て当然という話なので､週35時間以上･働いた非正

規労働者の場合をみると、男女共正規雇用よりも

低い賃金、年間収入となってくるというのは明確

なところです（100～199万円男‘性31．1％、女性

53.3％、200～299万円男性29.4％、女性

一非正規の雇員・従累員（卯一

23.8％)｡労働時間が正規労働者とあまり変わら

ない場合であっても非正規雁州の賃金は低いけれ

どもこれはどうしてか？ということは確認する必

要があるのかなと思います。

非正規雇用とは有期雇用、パートタイム、派遣

労働をイメージしています。正規雇用は期間定め

のないフルタイムとイメージで思っていただけれ

ばと思いますb

続いて、雇用期間と勤続期間についてみてみま

す(厚生労働省｢平成22年就業形態の多様化に関

する総合実態調査の概況｣参照)。これは非正規雇

用に期間の定めがあるか、ある場合にはその期間

の長さと実際の勤続期間・在繍期間はどうなって

いるのかということです。正社員以外で雇用期間

の定めの有無ということであるなしでみますと、

あるのが6割を超えています。雇用期間があると

するとその中でどの辺が多いのかなというと6カ

月～1年、1年～2年とする者が多いです。

(戦洲

（週就業時間が35時間以上の者、男性（上）女性（下〉

の年収分布｡）
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（正社員以外の労働者の63.9％が期間の定めあり｡）

ところで、臨時的雇用者というものは雇用期間

が1ヵ月以内で雇われている人、契約上1ヵ月以

内その表には1ヵ月未満と1ヵ月～3ヵ月未満と

ありますが、1ヵ月までの人が臨時的雇用者と考

えていただければと思います。なぜそれに触れる

かというと、非正規雇用自体はもともと短期的な

就労として使われていれば、それはそれで雇用の

格差はあってもおかしくない場合が多いと思いま

■
一岸
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す。しかし期間は付いているけれども実際の在籍

期間、勤続年数が長くなるというケースがあると

すると、何のために最初に期間を付けたのか分か

らない。労働者としたら臨時的な雇用と思って働

いていたにもかかわらず実際には長期でいわゆる

正社員と同じ仕事をする場合がでてきます。その

辺りで労働者としても非常に不合理な格差が生じ

ると感じるのだろうという発想になっていくので

はないかと思います。また例えば1カ月や2カ月

の雇用期間が何度も更新されていくと、次も更新

されるだろうということで段々安心してくるとい

うこともあります。しかし、何十回か更新した後

に更新されなかったとき、その理由が1ヵ月の契

約期間が満了したからだというのはなかなか受け

入れがたい状況になってくる。そこで、統計を見

てみると、5年～10年とか3年～5年が比較的多

い状況です。期間が定められたとしても比較的当

初の期間で終了するケースは少なく、契約は繰り

返し更新されていることが一般的であろうといえ

ます。とりわけ臨時的雇用者をみると、3カ月未

満が14.5％､3カ月から6カ月未満が22.8％と数

回の更新のケースの一方で､10年～20年未満とか

20年以上というケースがあります。本来、臨時的

雇用者の定義としては契約期間が1ヵ月までのは

ずなので、在籍期間の長さを見ると、このような

最初に取り決めた期間は何なのだろうかという疑

問があります。

蝿%）

期間の定めのある非正規雇用の在籍期間の長期

化というのは、非正規雇用が固定して長期化され

ていくということなので、先ほど見てもらった格

差があるとすれば在籍期間が長くなっても格差は

固定されたままであるということが現象として出

てくるだろうと思います。望んで非正規雇用とな

っているものもいれば、望まずに長期非正規雇用

というものもいるだろう、自ら選択した働き方か

もしれないですが、正社員の口がない等、非正規

雇用で働かざるを得ないという実態もあるので、

格差が問題となると思います。

まとめますと、非正規雇用は増加傾向にありと

どまりそうにないということと､平均年収も低い、

（社会保険の適用率も低い)といったところです｡

非正規雇用で働き続けると､正規雇用と比べると、

現在のところかもしれませんが、どうしても生活

に不安が生じます。これは法的な観点からは、ど

ういう仕組みでこういったものが出てきたのかと

いうことを以下でみてみたいと思います。

正規､非正規というのは雇用形態の違いなので、

その他の処遇について当然に違いが生じうるわけ

ですが、現状のような差が生じてよいのかという

問題を考えないといけないですし、どうして差が

生じ、それが現在正当化されているのかを確認す

る必要があると思います。そこで非正規雇用の法

政策ということで有期労働契約と派遣労働とパー

ト労働について、雇用の不安定さ、待遇の差が生

じる要因をキーワードに、簡単に必要なところだ

－4－



らないという点が期間設定が非常に使いやすいと

ころになっています。つまり、人件費削減、コス

トダウンのために期間を定めて労働者を雇うとい

うことが可能になっています。これは特に不思議

じゃないのかもしれません。期間の定めというの

は契約で決めるものですから理由が必要かどうか

といわれると契約時の観点からは必要ないだろう

というのが当然説明できるところでありますが、

これは結果的にあらかじめ反復更新するつもりで

期間を設定することも可能でありまして2ヵ月と

いうものの、きちんと働いてくれればどんどん更

新しますよ、というケースも当然に行われ得ると

いうことがあります。次に、期間の定めの上限規

制、原則3年、例外5年というものがありますけ

れども、反復更新回数とか反復更新の上限期間の

制限はありません。韓国もこの点は法の規制があ

り、ヨーロッパも他の規制があるわけですけれど

も、日本は反復更新がいくらでもできるので例え

3年という長期の期間を決めた場合も､あるいは1

ヶ月という短期雇用であっても、実際の在籍期間

についてはいくらでも伸ばせるし、同様の結果を

生むということになります。正規雇用であれば解

雇でなければ使用者は労働契約を終了されられな

いんですが、有期雇用の場合は次は更新しません

よということができる形にはなっています。ただ

これについては判例法理であまりにも不安定な雇

用になってしまう、正規に比べて法的な保護が足

りないということで、期間の定めのある労働契約

が反復更新して期間の定めのない労働契約と実質

的に異ならない状況に至っていると評価されると

きと、あるいはそこまでいかなくても雇用の継続

にある程度期待が認められるような事案だと裁判

所が評価するときには、更新拒絶に解雇権濫用法

理（労働契約法16条）が類推適用されて、使用者

は合理的な理由がなければ更新拒絶ができないと

されています｡.ただ正規雇用との格差という点を

みると、最高裁は、例えばリストラする場合に正

規雇用者より有期労働者を先に雇い止めの対象と

するのはやむを得ないという判断をしています。

そうしますと雇用の不安定さというものは一定の

範囲では解消されているんですが、その一定の範

囲に実はまだ問題があります。さらに、雇用の継

続の期待があるかどうかの判断が裁判所に委ねら

れるので、たとえば長期の反復更新後、その次の

契約は更新しませんよという手続きが取られた場

合に、雇用の継続の期待の有無が問題とされるケ

ースがあります。いずれにしても判例法理の中身

というのは労働者本人からみてわかりにくいとこ

ろもあるのと、いざ更新拒絶されるとその雇用が

保障されるときには自らその権利実現のために争

う必要があるんですよね。法的な世界では当然な

ことかもしれませんが、実際に非正規雇用者にそ

れを強いることがはたして妥当か、あまりにも負

担が大きいのではないか．ということもあるので、

不安定さというのは必ずしも解消されているとい

うことはいえないだろうと思います。

・待遇の差

次に､どうして有期労働契約者について、待遇

の差が生じるのかを考えると、実際に在籍期間も

勤続年数が長くても差が出てくるわけですけれど

も、有期労働契約は実際には同一企業に就業して

いても、法形式の上では新しい契約を毎回締結す

ることになるものですから、基本的には契約の更

新という形をとって新しい契約は法形式上連続性

がないので、それについては従来の長期勤続によ

る待遇の上昇とか長期勤続を想定とした職からは

はずれます。有期労働契約の多くは短期的な就労

を前提としているため、もともとそれぞれの契約

自体が短期の対価としてのものなので、やはり正

規とはもともとの評価の仕方が違うというわけに

なります。たとえば、期間の定めがあるかどうか

は契約書をみないとわからない、他をみると正規

社員との違いが判らないような人でも、差が生じ

るのは妥当か、というのが問題です。

．まとめと規制の方向性

雇用の不安定さについては更新拒絶のところで

すが、雇止め規制があるものの正規と比べると弱

く、これが不安定さの要因となっているところで

す。待遇の差については、やはり契約問題として

とらえているものですからこれに介入する法律が

ないのでどうしても差は生じるというものです。

なお、契約内容への法律による介入としては、最

低賃金法があるわけですが、これはあくまで最低

賃金ですからやはり正規の処遇と比べると当然こ

の格差の問題は埋まらない。

規制の方向性ということで、多様な履用形態、

つまり有期、パート、派遣などを適正化してより

よく使い、雇用創出をしていくべきではないかと
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いう政策がみられます。現在、有期労働契約研究

会が厚生労働省に設置されて、その報告に基づい

て労働政策審議会で有期労働契約のあり方につい

て建議がだされています。これによると、雇用の

不安定さについては、有期労働契約の長期にわた

る反復・継続への対応ということで、5年を超え

て反復継続された場合には、労働者の申出により

期間の定めのない労働契約に転換させる仕組みを

導入するべきではないかというのが言われていま

す。また、雇止めの法理、先ほどの更新拒絶の判

例法理を明確化して法定化するべきではないかと

いうのも言われています。待遇の差については、

期間の定めを理由とする不合理な処遇の解消とい

うことで、職務の内容や配置の変更の範囲等を考

慮して期間の定めを理由とする不合理なものと認

められるような労働条件というものは許されない

という、処遇について正社員と比較して職務の内

容や配置の変更等が例えば同じであれば期間の定

めを理由として処遇が低いことについて不合理が

あってはならない不合理な処遇をしてはいけない

というものを入れていくべきではないかという提

案があります。

○派遣労働

・雇用の不安定さ

次に、派遣の雇用の不安定さについてみると、

派遣は専門26業務は期間の上限がないんですけ

れども、その他については短期就労が前提となっ

ています。特に定めがないと1年で上限でも3年

までということになります。ですからもともと不

安定で短期の雇用形態ですけれども、登録型派遣

という派遣期間と雇用期間が同一のものについて

はとりわけ不安定になります。労働者派遣契約と

いうものは派遣先会社と派遣元会社が契約するも

ので、そこが解消された時に派遣先がなく名手し

まうという、労働者の雇用の不安定さというのは

容易に想像がつくものです。あとは日雇い派遣、

非常に短期の派遣についてはその派遣が終わった

場合、登録型派遣の場合は次の仕事があるかどう

かわからないというのがよく言われる話です。派

遣期間終了後に3年超えてまだ使う場合には、派

遣先には一定の労働者に雇用契約の申込みをする

義務がありますが、これは非常に実行性の低いも

のです。というのは義務違反をした事業主につい

ての制裁というのは行政指導等によるもので、裁

判所で労働者が直接雇用を派遣先会社に請求する

ことはできない規定になっております。そういっ

た意味では雇用の不安定さを直ちに解消するもの

ではないというのは明らかです。その次に労働者

派遣解除によって派遣先が無くなってしまい派遣

労働者の雇用が奪われることがありますが、これ

は登録型派遣のなどではひどい状況にはなります。

もちろん派遣先が無くなったらすぐ解雇が有効と

なるかというのは別問題です。登録型派遣は有期

労働契約ですので、派遣先がなくなったことのみ

を理由とする解雇が、期間途中の解雇制限の要件

を満たす場合にのみ、当該解雇は有効となるとい

うことにはなります｡しかし、実際に解雇されて

しまった場合に派遣労働者がどのような対応をす

ることができるのかということを考えると、かな

り不安定なところとみてよいかと思います。訴訟

提起は事実上難しいかなというところです。

・待遇の差

待遇の差ですけれども、まず、それが当然だと

いう話しを確認しておくと、派遣労働者の賃金と

いうのは派遣元会社が決定するので派遣先労働者

と同様の職務をしていても当然にそれと同じよう

な賃金は得られない構造にあるということが言え

ます。また、直接雇用と比べて派遣というのは派

遣元会社が介入することで、本来派遣先に直接雇

用されるよりもコストがかかるわけで、直接雇用

の場合よりも、構造上賃金が低くなるのは当然だ

ということがあります。また、労働者派遣契約の

内容に労働者は関与できず、指揮命令者（派遣先

会社)と契約当事者(派遣元会社)が異なるため、

実際には派遣労働者が契約上行う必要のない業務

を行わされるなどの問題が発生したり、労働災害

が生じた場合の民事責任の所在が分かりにくくな

ったりするということがあります。ここでの問題

としては、契約構造上、差があって当然かという

ことが出てくるかと思います。つまり、同様の仕

事をしているが、賃金支払いの当事者が実際の労

務提供先と異なるとか間接雇用であるということ

から、構造的に賃金が低くなる可能性が高いのが

派遣であるが、それは公正なのか。要するに派遣

先でしている仕事が派遣先の直接雇用の労働者と

同じ価値を持っている場合に待遇がずいぶん違う

ことになるのですが、それでよいのかなというの

がここでの問題となります。
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。まとめと規制の方向性断をしておりまして、それを念頭に置いて現在パ

まとめておきますと、雇用の不安定さについて－ト労働法は、正規雇用のフルタイム労働者（通

は、派遣は基本的には短期就労なのでやむを得な常の労働者）と同視すべきパートタイム労働者に

いところがあります。ただし、派遣を長期雇用を対する差別を禁止する規定をしています（パート

前提とした働き方として位樋づけなおすべきかど労働法8条)。これによると、通常の労働者と同視

うかという問題を考える必要があると思いますが、すべきパートタイム労働者とは、職務同一で、期

ひとまず雇用が不安定というのは確認できると思間なし（期間があっても実質的に期間の定めがな

います。また、待遇の差については、どこの人といものと異ならない場合も含まれる)､人材活用の

比べて差があるかを考えると、ここでは同じ仕事仕組み・運用が同一かどうかという観点から、把

をしている人と比べてどうかという観点で考える握されているところです。細かな話はここではし

と、契約当事者が違う以上は、どうしても差が出ませんけれども、結局、これに該当し、差別禁止

てくるということになります。の対象となり得るがどのくらいになりますかとい

では、規制の方向性についてどういう議論がさうと、パート労働者の2%に満たないという結果Iこ

れているかというと、新聞報道等ではだいぶ諦めなります（先ほどのパートの部分の統計で紹介し

ているという話しがありますが現在のところ、－たものに基づく)｡パートタイム労働問題への対応

応、労働者派遣法改正案が公開されています。内として、今後のパートタイム労働対策に関する研

容としては登録型派遣の原則禁止、製造業務派遣究会報告書が出されていますが、これを出した研

の原則禁止とか日雇い派遣の原則禁止、派遣労働究会の資料によると、パート労働法8条によって

者の常用化措置の努力義務とか賃金決定に当たり救済され格差是正の対象となるパート労働者は全

派遣先労働者との均衡を考慮していくべきだとい体の0.1%ということだそうです。結局、この規定

うようなことが入ったりとかいろいろあります。Iま何のための規定なのか。つまり、この規定に該

注目すべきものとして、適用除外業務への派遣・当しないのであれば、格差を設けもかまわないと

無許可での派遣・偽装請負等の場合に、派遣先会いうような、この規定によって格差を設けること

社は労働者に直接雇用を申込む義務を設定するとになりかねないという状況がありうるのではない

いうのがあります．これはいわゆる偽装請負を行かということにもなります。もちろん上記の通常

った派遣先、企業主と派遣労働者については直接の労働者と同視すべきパートタイム労働者以外の

雇用を認めるべきではないかという規制をすべきパートタイム労働者の処遇についても職務内容・

ということになります。責任等をみて、均衡を考慮するように要請されて

います。しかし、これは努力義務規定でこれに違

○パートタイム 労 働 反 す る 使 用者に対して労働者が何らかの法的救済

・ 待遇の差を裁判所に求める が で き る と い う 意 味 で の 法 的 強

パートタイム労働の待遇の差は大きな問題とな制力は今のところありません。つまり、同じよう

っています。先ほどもちょっと言いましたが、週な責任を持って仕事をしているんですが、労働時

35時間以上働いているパートタイム労働者と正間が短いということのみによって格差が生じるの

社員との間の収入については、ずいぶんと大きなははたして妥当か、という問題について、現行法

差が出ているわけです。これはいわゆる擬似パー制度は少し対応しているけれども、適用範囲が狭

トの問題で、フルタイムの人とあまり変わらないいという状況になっています。

働き方をしているにもかかわらず、パートタイム現在の規制の方向性については、今後のパート

労働者ということだけでフルタイム労働者と比べタイム労働対策に関する研究会報告書を受けて、

て賃金など労働条件が低い、あるいは福利厚生等労働政策審議会雇用均等分科会が、現在、議論を

が利用できないとうのがはたして妥当か、というしているところです。まだ建議まではでていない

問題がでてきております。法律的には裁判所が労ので結論的にはどうなるかわかりませんが、パー

働基準法の3条に基づいて、均等待遇原則というトタイム労働者対策に関する研究報告書によると、

観点から、一定のパート労働者についてはフルタ現行パート労働法8条の規定がごく限られたもの

イム労働者との格差を広げてはいけないという判しか対象とならないのでもう少しゆるやかにすべ
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きである、よって、パートタイム労働者であるこ第二報告「韓国の非正規雇用の現状と法政策」

とを理由にする不利益取扱いを原則禁止して、合（文）

理的理由がある場合は差を設けてもよいだろうと今日のテーマである「ワーキングプア」につい

いう形にするべきではないかという提言が、今のてですが、先ほど山川さんの方から日本の現状と

ところでてきています。これは現行制度と比べる課題の紹介がありました。韓国の非正規雇用の現

と、ずいぶん発想がかわってくるところがありま状と法政策についても事情は非常に似ております

して、同じ働きをした者であれば同じように扱うが、まず、本題に入る前に皆様に韓国のことをよ

という発想による格差の是正というよりも、パーリご理解して頂くため、韓国の法の歴史を若干触

トであることによって被る不利益は、それが合理れてみたいと思います。日本の旧帝国時代に韓国

的でなければ許容されないという発想となっていは植民地状態でして、民法を始めとする法分野全

るということです。基本的には同じに聞こえます般が日本の影響下にあり、それが韓国の法律のう

が、同じかどうかという点を問題とせずにすむ場レームワークになったといわれております。労働

面も増える（そもそも、パートタイム労働はフル法も例外ではないので、基本は日本の労働法と類

タイム労働とは違っているため、同じかどうかを似している面が多くあります。もちろん、細かい

図ること自体が難しい）かもしれないため、ちよところでは相違があり､例えば､労働組合の関係、

っと違ってくるのかなと思います。政策論問題等の特別な事情など、背景にある点は

日本と事情が異なります。とはいっても基本的に

0論点整理 は日本法に類似 していることを前提にして頂くと、

論点整理としてざっと紹介させてもらいますが、報告の内容が分かりやすいかと思われます。

雇用の不安定さ、これは主に有期労働契約の問題さて、韓国の非正規労働者問題について、前も

でありますけれど、方向性としては上限規制とかって幾つか論点を整理しておきます。第一に、非

更新拒絶の判例法理の明文化などが提言されてい正規労働者の現状はどうなっているのか、なぜ、

ます。しかし、実際、期間があるかないかは契約正規、非正規の間に格差が生じるのか、また、そ

で自由に決められるという、反復更新の問題を生の格差は社会的に容認できるものなのか？という

じさせる根本的な状況が放置されているわけです。ことです。第2に、非正規労働に関する法政策の

日本では、これにどう対処するのか、政策的な対方向と今後課題をみてみます。

応を踏まえてどういう形がありうるのかというのまず、非正規労働者の現状ですが、1990年代Iこ

をヨーロッパの例などを紹介して、あとで確認し入ってから､特に1997年のIMF国際金融危機を境

ていきたいと思います。また、待遇の違いとしてに非正規雇用が一気に広がり、やがて社会問題に

は、職務内容・責任等が同様であるにもかかわらされるまでになりました。非正規雇用増加の背景

ず対価たる賃金が大きく異なる理由が契約が違うには「相対的に賃金の低い者を活用しようとする

から仕方ないというものではたしていいのか？と人件費コストの抑制志向が強かった｣、さらに『労

いうことも考える必要があると思いますb論点整働者派遣事業の規制緩和が、こうした傾向を後押

理としては有期労働契約の規制について今後どうしした面」があり、原因とも云われております。

いう風に考えていったらよいのかというのと、非また、非正規雇用のモデルは、日本の派遣労働、

正規雇用の待遇格差というものが現状のままでい有期契約及びパートでして、これに関する法律が

いという感じではないので、果たしてどういう形次々制定されました。一方、労働政策面において

でどういう考え方に基づいてその改善を進めていIま、労・使・政府の三者協議会を設置し、社会的

くべきかというのが論点としてはありますので、な合意に基づいて政策を決めるというシステムを

それらをあとで見てみたいというところで。造り、ここで非正規労働者の問題をとりあげる際

にざその対象となる非正規労働者を限時的、時間

制、非典型労働者の3つに分けて定義し、対応す

ると決めました。韓国の非正規労働の事情は日本

のそれとさほど変わりありません。では、非正規

履用の現状についてみましょう。
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こういった構図の中身ですが、正規労働者の場

合自発的に現在の仕事を選択した割合が75%、非

正規労働者では約45%となっており、環境的にや

むをえない選択としかいいようがありません。

考に～

(図1全黄金労働者から非正規労働者の割合

韓国国家統計(http:〃kosis・kr/)）

盃
室
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○非正規雇用の規模及び構成の推移

図1のように現状は1990年代の初から企業は、

服用弾力性を商めて、賃金負担を低めるためであ

り、これを加速化させたのが、新自由主義経済理

論の普及であり、これが力を発揮したといわれて

おります｡その結果として､非正規労働者は2002

年には400万人、2004年500万人､現在は600

万人を上っています。

そして、雇用全体に占める非正規雇用の割合を

みますと2001年の26.8%から2004年に37.0%まで

上がりましたが、2005年36.6%、2006年35.5%と

商止まりし、全体労働者の1/3を占めています

（図l参照)。

ここで、特に注目すべきことは非正規労働者の

女性化現象が著しくなっている点です｡2003年か

ら2007年までには男女非正規労働者数が同等水

準でありましたが、最近、その格差が著しく大き

くなっています（図2参照)。

男性労働者の方は、非正規労働者の占める割合

は2011年8月、現在27.8%で、ピーク時だった

2004年8月の32.2%からは下がる傾向にあります。

ところが、女性労働者の方は、非正規労働者の占

める割合が2011年8月、現在42.8%でしたが、

2004年から2005年の43.7%に上昇し、女性労働

者は主に非正規職を中心に形成することが伺えま

す。

・賃金労働群一．正糾嘘一非正規扇i･‐非正規職割合．.…‐ごI

ー

一非正規雇用の現状

現状ですが、非正規労働者の増加傾向にあるの

は（経済活動人口調査労働形態別及非賃金労働者

の付加調査）の結果（調査時期：2011.8、結果発

表：同年10月28日、韓国統計庁（http:/／

kosis・kl､【)）により確認できますb

純国の非正規労働者数は599.5万人として、雇

用全体(全賃金労働者1,751万人として日本の約

1／3規模）に占める非正規雇用の割合は、34.2％

となっており、日本と同じ水準です。

2010年度の1年間で全賃金労働者が約46万人

増えましたが、そのうち、非正規労働者が約31

万人として、63％を占めています。

非正規雇用の内訳をみますと、2011.8月を基準

に､雇用期間に限時(制限)がある労働者数が344

万人（57.4%)、時間制（パートタイム及びアルバ

イト）労働者が約170万人(28.4%)、派造･請負・

特殊形態・日雇い・家内労働者を含む非典型労働

者が約242万人（40.5%）なっており、これを男

女別に比較しますと、男女比：女性53.猟と、男

性に比べて若干多いですが､時間制労働者のうち、

女性が約72%で、圧倒的な数です。一方非典型労

働者のうち男性の割合(約52%)が少し高いです。

また、年齢帯からみますと、非正規労働者はす

べての年齢層で分布していますし、産業別では、

全非正規労働者の約89％（約504万人）が社会間

接資本及びその他サービス業に従事している。そ

の中にも特に事業、個人、公共サービス業の従事

者が圧倒的（270万人）に多いのは図をご覧いた

だくとおわかりになるでしょう盆
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(図4雇用形態別月賃金額格差）

○社会保障等の待遇

非正規労働者のうち、社会保険加入者の割合は

2011年8月の現在状況をみますと、国民年金

38.2%、健康保険44.1%、雇用保険42.3%ですが、

特に、社会保険加入率が20%台の非典型労働者、

10%前後の時間制労働者の場合はほとんどセーフ

テイネットの対象になっておらず、保護から漏れ

るグループと云っても過言ではありません。要す

るに非正規労働者は不安定な雇用､低所得、脆弱

なセーフティネットなど生活質を悪化させる労動

市場の3大要素をすべて持っており、その状態が

改善するよりはむしろ悪くなっているのが、実怖

ですね。
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○正規労働者/非正規労働者の格差の実態

・賃金等の格差

正規と非正規の間で、もっとも大きな問題は、

雇用安定性です。賃金水準の格差も非常に大きく

て、最近では、その格差がもっと拡がる傾向にあ

ります。雇用労働部と統計庁によると、同一事業

所内で性・年齢・学歴・経歴・勤続年数．職種の

条件が同様であることを前提に、正規職と非正規

の時間当り賃金総額格差は2010年12.6%、時間

当り定額給与の格差は7.4%しかないとしていま

すが、これは、労動市場が学歴・経歴．職種．性

などを中心に分節（分断）されていること考慮す

る際にこのような仮定は、現実を度外視したもの

で、実際には（図4）で見られるように特殊形態

労仙従覗者を除いた非正規労働者の実所得（月給

与）は正規労働者の50％またはその以下水準であ

り、格差はずっと大きくなっています。

(図3非正規労働者の分布）
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(雇用全体に占める女性時間制雇用の割合（単位：％）

資料:OECD(2010)、OECDEmploymentOutlook）

雇用全体中時間睦性雇用中時女性雇用
19942006200919942006120091994h009

i盤国4．58．8@.96.812.3114.249.8旧2.2
フランス13.813.213.3124.522.6旧2.450.859.8
ドイツ13.521.821.9吻8.038.838.1154.7165.2
日本-18.020.3卜31.333.856.559.8
オランダ28.935.436.754.5159.859.952.670．6
スウエー15.813.414.624.9119.019.8170.770.2
スペイン6.410.811.914.3121.021.4131.5153.5
イギリス22.423.2旧3.941.238.638.8162.1165.6
アメリカ14.212.614.120.417.819.2165.263．4
ポーランー10.88.7-16.313.1151.952.8
0ECD11.315.116.219.7125.126.1152.7156.5

(図2男女非正規労働者の分布

韓国国家統計(http://kosiskr/)）
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●

二非正規雇用の法政策

非正規雇用に係わる法律は有期及びパート労働

を規制する「期間制又は短時間労働者の待遇を扱

う法律」と派遣労働についての「派遣労働者をそ

の対象とする派遣労働者の保護に関する法律」の

二つがあります。韓国では、有期は期間の定めが

あるとの意味で期間制と称していますが、ここで

は便宜上、有期と表現します。

体が主張した大量解雇事態は起こらなかったんで

すね。

しかし、大量解雇が起こらなかった背景には、

2年を超えて使用できる例外（第4条第1項の各

号）が広範囲にわたり、包括的だったということ

があり、大量解雇にまでいたらずに済んだわけで

す。

すなわち､事業の完了または特定の業務､休職、

派遣などにより、欠員が発生し、当該労働者が復

帰するまでの間にその業務を代替することが必要

な場合、労働者が学業、職業訓練等を履修するに

あたりその履修に必要な期間を定める場合､｢高齢

者雇用促進法」による労働契約を結ぶ場合、専門

知識、技術の必要な場合と政府が福祉政策・失業

対策として大統領令に定める場合、その他、合理

的な事由がある場合で、大統領令に定める場合は

全部例外の対象になるので、いわば、骨抜きの法

律といえるでしょう。

実際は、反復更新ということは､最長2年です

のでこの期間を常時に、日常的に使えば、採用し

なくてはいけないということになります。それを

経営側が上手にクリアして11ケ月で一応書類上

は切って、休暇を取らせ、また、採用するという

形で行われます。もちろん有期労働者もそういっ

た事情を分かっていて半分くらいは黙認といいま

すかそういったことを前提でやっているので、法

的に裁判まで行くケースがあまりないわけです。

この法律の問題は、本来、事業上一時的な必要

により期間制労働者の使用を自由化する狙いだっ

たが（問題1）、期間満了前に労働者を交代するこ

とで、事実上、常時業務に継続的に有期労働者を

使用することができるし、また、更新拒絶という

抜け道を防ぐ策は講じられなかったこと(問題2）

です｡問題についての解釈論は､期間設定否認論、

更新期待権の法理が対時しており､今のところは、

判例法理による処理しています。

期間の定めのない労働契約と実質的に異ならな

い場合(日本の裁判例:東芝柳町工場事件)､又は、

そうではなくても雇用の継続にある程度期待が認

められる場合(日本の裁判例:日立メデイコ事件）

には、解雇濫用法理はもちろん労働契約法に明文

の規定がありますけれど、こういった事件を解決

するためには判例法理として類推適用されても制

度設計自体からくると困難だというか、法的に解

決できないでしょう。そもそも欠陥がある制度設

O有期労働契約

・雇用の不安定さ

「期間制勤労者及び短時間勤労者保護に関する法

律」（以下にでは「期間法」という）が2006年12

月21日制定され、2007年7月1日施行されまし

た。その内容をみますと、同法第4条第1項に有

期労働者の濫用を防ぐため、法に定める事由があ

る場合を除き、有期勤労者の使用期間を2年に制

限、また、同条第2項は、みなし規定で、事由が

ないかあるいは消滅したにもかかわらず2年を超

えて使用する場合、当該労働者を期間の定めのな

い契約を締結した労働者と（無期契約労働者）み

なします。

この法律の制定理由は、有期契約の反復更新に

よる長期間に亘り使用してもこれを法的に規制す

ることができないため、濫用を防ぐための明確な

基準を必要（長期間の期間制使用禁止）だったわ

けですが､導入に至るまで軒余曲折がありました。

今までの経緯をみますと、政府、与党、経済団

体は継続使用2年間の規定により、有期労働者の

大量解雇事態を招くと予測、使用期間を3年又は

4年に伸ばすか、廃止を主張していましたが、一

方、野党、組合側は、制度の濫用を防ぐため、2

年の使用期間は維持すべく、導入されても大量解

雇事態は起こらないと主張し､3年間の攻防の末、

法律になったわけですが、結局は、政府、経済団
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(図5期間制労働者数の変化推移（2005.8～2011.8)）



計にいくら合理的な解釈を試みても根本的な問題○派遣労働

は解決できないので立法として解決しようとの見・雇用の不安定さ

解や、雇用継続期待権の有無判断は裁判所に委ね次に派遣労働についてですが、これば1998年

られていることから、労働者自身で判断しにくくに韓国でもアジア金融危機、即ちI肝の時期に導

なる場合もあるなど、予見可能性が乏しいという入された「派遣労働者をその対象とする派遣労働

問題が残ります。いずれにせよ、判例法理の穴を者の保護に関する法律」（以下「労働者派遣法」と

埋める形で立法論による整備が現に求められていいう）のポイントは、ネガティブ方式による常時

ま す 。 許容業務と一時許容（出産、疾病、負傷などの期

間中3ケ月1回延長可能とし、継続して2年以上

・待遇の差雇用した場合は直接雇用義務が生じる仕組みです。

契約形態による格差の是正を求める(労働紛争）経営側はこの内容では不十分とみて、その対象

システムとしては日本と同じく労働委員会がありの拡大を求めておりましたが､2003年の日本の法

ます。律の改正により、製造業まで解禁されたことで、

有期契約の多くは短期的雇用を前提とするため、日本のようにポジティブリスト方式を採用するよ

正規労働者の労働条件とは異なり、同じ内容の業う主張しています。これに対する雇用労働部の立

務を行っても待遇差が生じますが、この差別是正場は、まだ、その需要について正確に把握してい

機関として労働委員会の処理プロセスを見てみたないことや先進主要国の派遣に関する規制の動向

いと 思 い ます。が緩和路線をとる一方その副作用を防ぐ施策も同

差別是正のプロセスとして、労働委員会は、集時に考えていることなどの理由で、性急にポジテ

団比較（同種又は類似業務を行う正規労働者を対イブリスト方式などを導入するのは時期尚早との

象とする）を行いますが、実際のケースでは判断見方を示しましたが、経営側の要求を一部受け入

基準として勤続年数などの要素を考慮して決定をれる形で､2007年度の労働者派遣法の施行令の改

下しますが、格差が認められる割合は3割を超え正時に、対象業務を26業務から32業務に増やし

ないのが現実です。実例として、最近日本の新幹ただけです。その業務は、補助業務とか通訳、パ

線､要するにJRに相当する高速鉄道KTXの例ですソコン関係、設計そういった専門的な技術分野Iこ

が､2700人が個別的に差別是正を求めた例で、同限ります。

種または類似業務を行う正規労働者を比較対象と派遣切りなどの問題については日本の例から十

しますが、そもそも勤続年数とかそういった要素分伺えるものなので、ここでは、韓国の労働者派

が違うのでそれをどう合理的に解釈するのかが問遣法に大きな問題点のみ取り上げることにします。

題になりました。争点はやっぱりこれは制度設計韓国の特徴といえるかと思いますが、間接雇用の

の差にあり、それをどう解釈するかに関ります。形態として社内下請けというものがあります。

日本のように、集団比較である程度たとえば、20社内下請が広がる背景には､直接雇用による負担、

年間、十何年間ずっと追っていって比較するので人件費削減の狙いがあり、元請労働者との賃金格

あれば、幸いに救済される可能性があったかもし差及び雇用不安問題が生じますが、こういった不

れませんが、そうではないので、なかなか難しい法派遣は、製造業に派遣労働が認められない段階

で すね。で、製造現場への派遣の行為が行われており、 韓

他方、裁判例では、正規労働者と有期労働者が国の代表的な大手企業のH社の製造現場の半分以

其々携わる業務が完全に一致しなくても、その業上が派遣労働者で埋まっていますし、もっと極端

務の核心的要素、業務に著しい質的な差がなけれなケースは正社員は一人もいない派遣労働者のみ

ば､同等に扱うぺきであり､採用の手続きや権限、働く工場も存在します。また、2次、3次、要する

責任の程度を重くみており、付随的な業務内容にIこ孫、曾孫下請けまで社内下請が多層化している

は差があっても同種又は類似の業務に従事するとのか、現実です。

解釈しております。こういった判断は、高裁レベ

ルまででして、まだ最高裁の判断は出ておりませ・待遇の差

ん。派 遣労働者は正規労働者の賃金の57％で､社内下

－12－



請けの場合は元請労働者の賃金の70%水準似とど第三に、公共部門の先導的努力も必要です。公

まっております。共部門は「 模範的な使用者｣である賀務があるに

もかかわらずさまざまな理由で非正規を濫用して

・公共部門における是正の動き…いるという指摘が多い。公共部門が企業の社会的

ようやく公共部門においては､去年の12月に派責任(CSR)を先に立って実践するという意味で公

遣労働者を全部採用することになりました。直接示対象に「雇用形態」を追加しなければならない

に雇用してカバーしていく、国が社会的な責任をでしょう･

果たして率先して国の機関からこれをやっていく

意味合いです。

第3報告「紹介：ヨーロッパの非正規雇用の法政

O立法及び政策課題策」

韓国の政府と国会が非正規労働者問題の深刻な（山川）

状態を認識し、こうした労働市場の環境整備しべどうもありがとうございました。今韓国の話を

ルの立法や政策的な取り組みをスタートしてからしていただきまして、今からまたヨーロッパのこ

10年が過ぎたが､解決策は見出せない状況が続いとについてちょっとだけ紹介していきたいと思い

ています。ます。今から紹 介させてもらうヨーロッパについ

これまで非正規労働関連の法律が非正規労働者てはあまり実態についての紹介はせずに、法政策

全体を対象とせず、一部(主に有期契約と派遣労の状況を紹介するにとどめるというところになり

働者)に対してだけ､保護水準を高めましたので、ます。全体としてはパートタイム労働・有期労働

その副作用で規制の外にある一部非正規と社内下契約・派遣労働と、先ほどとちょっと順番が変わ

請など間接雇用労働者が急増する副作用も生じてってくるかもしれませんけれども、典型的なとこ

います。このようないくつかの点を考慮する際、ろをヨーロッパでは統一の規制がされているとこ

現段階での主要立法及び政策方向は次のように三ろで、ここではそのあたりをみていくことになり

つにまとめて整理することができます。ます。

第一に、非正規規制の部門の間に均衡をはかるまず、日本で議論されている非正規雇用法制の

必要があります。すなわち、規制が弱いとか規制中身というのはヨーロッパの法制度を前提として

がなかった部門に対する規制を強化することで、いる参考にしているところが非常に多いわけです。

規制を体系化し、迂回路を遮断する必要があると審議会などで議論されている資料などを見るとや

いうことです。社内下請についても、社内下請のはりヨーロッパのものを前提としているところが

定義（請負及び派遣との区別)、社内下請に対すあるかと思います。

る使用制限、請負契約者の入替時に労働者の雇用ところで、EUと加盟国の法的な関係なんです

及び労働条件承継、元事業主と社内下請事業主のけれどEUは加盟国にEUの規制が各国に及んで

責任明示、差別是正制も適用などを内容にする社いくという状況ですが、この統一的にストレート

内下請労働者保護のための法律の制定が必要です。に通っていく仕組みとしては、EU加盟国に対し

第二に、差別是正の実数性を高める立法､政策てEC指令というものが出されるところにありま

的働きが必要ですが、企業が柔軟性を保つため、す｡元々EC指令はヨーロッパのいろんな国の規制

非正規労働者を活用すること自体を否定することをもとにEC指令がつくられて、そのEC指令Iこよ

｛まできませんか、差別的な労働条件を通じて得すってEU加盟国に当該法規制が広まっていくとい

ることは容認し難いでしょう。差別是正努力としう動きをするのが一般的です。より具体的には、

て、差別の判断をする際、比較対象者を該当労働EUでは、EC指令という統一的な基準枠組みを設

者が当該事業または事業場で同種または類似の業けて、加盟国に期限内にその内容を国内法化を義

務に従事する正規労働者まで拡大しないと是正の務付けるという手法によって、EUの規制が大枠で

意味がありません。差別に対する事後の是正より、統一されていきます｡このようにEC指令はそれぞ

差別についての予防的、集団的差別是正命令制度れの国に入って、その国固有の内容での国内法化

の導入などを検討すべきです。がされているというのが流れです。つまり、いろ
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いうところなんですが、パートタイム労働を新た転換希望を聞く、パートタイム労働からフルタイ

な雇用として位置付け直すというのが重要な考えム労働への転換、労働時間の延長希望を聞く、こ

方としてでています。パートタイム労働であってれらを促進するための情報提供を使用者が行う、

も公正な処遇を確保すべきであるということがつまり、そういった転換処置を講じるときにはき

EC指令の趣旨となっています｡公正な処遇が確保ちんと話をする。労働者代表機関に対する情報提

されなければ積極的な雇用形態として位置付ける供というのは組合ではありませんが、事業所ごと

のは難しいというのが当然前提にあるからです。に従業員代表委員会などがありまして、そこに提

差別禁止と時間比例原則ということでEC指令の供すべきだというような内容になっています。E

パートタイム労働指令の4条で、労働者は原則とU全体に対する規制なのでかなり大雑把に労働者

してパートタイム労働者であることを理由として代表のような機関が各国に事業所ごとに設置され

比較可能なフルタイム労働者よりも不利益に取りているとすればそこにというイメージで構わない

扱われない。ただし、客観的な理由により正当化と思います。以上のまとめとしては、パートタイ

される場合は当該別異取扱いは許される｡そして、ム労働者だからといって、パートタイムであるこ

時間比例原則が適用されるとなっています。少しとを理由に不利益に取り扱われないということで、

具体的な話はドイツの例なんかでも同じような話時間比例の原則というのは、逆に言うと、時間の

になってくるので、そこで触れていくことになり長さ以外では基本的な処遇は一緒にすべきである

ますけれど、時間比例原則というのは労働時間のということになります。もちろん比較可能性があ

長さによって担当する職務の内容が異なりその処るかどうかでみますと、何を用いて比較するかと

遇が異なるのは、合理的だという発想ですd基本いうのが次の問題になるかと思います。あとパー

的にはパートタイム労働者だからといってフルタトタイムとフルタイム両方でやりとりがあるとい

イムのものと違う処遇というのは禁止されているうのは重要かとは思います。

という発想ですが、処遇というのは賃金だけに限

らずその他賃金によらない労働条件というものに.ドイツ

ついてはどうなのかということをドイツのところドイツの法規制としては､2000年にパートタイ

で確認することになります。比較可能なというのム有期労働契約法というのができていまして、そ

は同一事業所で勤続期間や資格・技能等に照らしれに入っています｡不利益取扱いは原則禁止され、

て同一または類似の職務に従事する者となってい報酬､分割可能な金銭給付､これは基本給､賞与、

ますが、よくある話が同一事業所に比較可能な者退職手当等のことなんですけれども、これらに時

がいないがどうするかという問題です｡この場合、間比例の原則が適用されます。他方、分割不可能

は労働協約適用下にある労働者を比較するというなもの、食事手当・交通費補助、社員食堂・社内

手法をとるということが明確化されていますので、保育所等の福利厚生施設の利用などは、原則とし

その職場でどうということではありませんのでそて全面的に給付する。これらの給付については不

の産業での比較をするそうです。利益な取扱いしてはならないということです。パ

ーつパートについて重要な視点は雇用形態を積一トタイム労働者はこれらの施設が使えないとい

極的に位置付け直すというのが結構重要になってうのが、何となく日本では多いような気がします

くるのは使用者によるパートタイム労働、フルタけれど、そうじゃなくて、こういったものについ

イム労働の転換希望の配慮というものがあります。ては時間比例の問題がないので全員に同じく利用

これは日本の場合はパートタイム労働者をどうやすることができるようにというのがドイツの規制

ってフルタイム労働者に転換するのかという発想ということになります。またミパートタイム労働

しかないんですけれど、ヨーロッパで雇用形態の者が労働時間の延長を希望するとき、フルタイム

積極的な位置づけというのを考えますと、フルタ労働者を採用する場合には、同一適正能力であれ

イム労働者がパートタイム労働を選択できるようばそのパート労働者の希望を優先的に考慮する義

にするということも重要視することになります。務があるとありますが、これは、フルタイム労働

具体的には、使用者は可能な限り次のことを考慮者を採用するときにその採用する人を外ではなく

する、フルタイム労働からパートタイム労働へのて自分のところのパート労働者からまず積極的に
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という発想です。これは日本のパート法でも一応

ある発想です。他方、これは案外面白いのが、労

働短縮請求権というものが労働者に付与されてい

るところです。これはフルタイム労働者が労働時

間を短縮するという手続きを権利として認めてい

る。つまり短い時間で働きたいと言っている人に

ついて使用者がダメだと言ったらそれでおしまい

かというと、そうじゃないらしいんですね。労働

時間短縮請求については、基本的には労使の協議

で決定される、労働時間が短縮されるというのが

原則です。これには手続きがある程度決まってい

まして労働者が申し出て使用者が短縮開始の1ケ

月前までに文書で拒否をしない場合には短縮の効

果が発生するという法規定があるわけですから、

使用者が何らアクションを起こさない場合には労

働者側の言った短縮は認められるということにな

ります．もっとも、フルタイムの人がいったん時

間を短くして、もう一回フルタイムにして欲しい

ということを請求できるかというと、その意味で

の請求権はないようです。短縮については結構強

い請求権が認められているようなんですけれど、

パートからフルタイムという労働時間の延長につ

いては、使用者側が優先的に配慮する義務がある

とかそういった感じの内容にとどまっているとこ

ろです。

さて、不利益取扱いが正当として許容される例

としては、職務内容が同じでも、学歴、資格、職

業格付けが違う場合の基本給は違っていてもいい

とか、経験豊富なフルタイム労働者を雇用するた

めにフルタイムの手当をパートよりも多くするこ

とは許されるというのがあります。後者は、使用

者が労働市場に向けて求人するときに、フルタイ

ムで自分のところの労働をしてもらうのに有能な

人が欲しいというときには、フルタイムの方がち

ょっと条件がいいですよという形で手当を付与す

るというのは許されると、要するにフルタイム労

働者で企業の人材を確保するために必要な限りに

限ってはパートよりもフルタイムの方が優遇され

ていてもよいということです。発想としてはより

良い労働者を確保するためにフルタイムを優遇す

るのは当然許されるという発想のようです。

O有期労働契約

。EU

有期労働契約については、有期労働契約に関す

るEC指令が1999年に出されていまして、ドイツ

ではこれを2000年につくっているわけです｡ドイ

ツの場合は指令のでる前から、以下の規制の内容

は判例法理でほとんど実施していました｡そこで、

規制の目的ですが、差別禁止により有期労働の質

の改善をする。つまり、有期だから待遇が悪いの

は良くないという話をするということと、また、

反復継続利用による濫用防止の枠組みの樹立を求

めます。つまり日本でいうところの更新拒絶のと

ころは、期間を設定していながら、実際は期間を

濫用して、使用者側が期間満了を理由に労働契約

を終了しやすくしているんではないか、制度的に

は法的に解雇ではないんですけれど解雇制限を緩

めるために有期契約を使っているんじゃないかと

いう発想があって、そういった濫用を防止するこ

とを考える必要があるとしています。さらに、有

期労働契約によって新たな雇用を創出していくと

いうことも目的となります。したがって、当然に

有期契約で働く場合にはそれ相応の処遇がIまされ

るべきだということになります。

まず有期雇用であることを理由とする不利益取

扱いは禁止され、あとは期間比例の原則が適用さ

れます。これは期間比例ですが、当初決めた契約

期間ではなくて在籍期間に応じて扱われるべきだ

という内容だそうです。つまり契約上は期間の定

めがあるものと期間の定めのないものと比べると

期間の定めの有無で当然違いがあるのですが、実

際の在籍期間が長ければ長いように扱いなさいよ

という発想です。もちろんその場合の比較対象と

いうのは期間の定めのない者というのは前提です。

次に、濫用防止の措置ですが、EUとしては濫用

を防止するための対応をもとめますが、有期契約

又はその更新を正当化する客観的な理由を示させ

る、更新拒絶の際に理由を要求する、さらに、そ

の前に有期契約そのものを設定するときに理由が

必要であるということ、つまり人件費を抑制した

いので有期契約にしますよというのが果たして正

当化かというと、そうではないという発想からの

規制です。反復継続的な有期雇用契約又は有期雇

用関係の最長継続期間とは反復更新の制限をする

かというような話です。それと同じような話で、

労働契約の更新回数制限と、更新の上限期間とい

う発想です。さらに、使用者による情報提供と雇

用機会の確保がありますが、たとえば、常用的な

立場になる機会があればそれを紹介するとか、重

－16－



要な発想としてはキャリア開発、キャリア教育にす．労働雇用条件について派遣先への派遣期間中

ついて固定的になってしまった非正規労働から動は、派遣先企業で同一職務に直接雇用されていれ

きがとれない者にたいし、少し移行できるようなば適用されていたものを下回らないものとする。

機会を与えるようにというのを要請しています。また、原則として福祉施設や集団的施設は派遣先

企業で直接雇用される労働者と同一条件で提供さ

・ドイツれ る も の と す る 、ということで派遣については賃

ドイツについては、不利益取扱い禁止、期間比金が派遣先の水準を下回らないようにというよう

例の原則がありますが、一定の算定期間についてな要請をしています。もっとも、賃金は派遣と派

支給される賃金・分割可能な金銭給付は、算定期．遣の合間の期間も賃金が支払われている場合は、

間における就業期間の割合に応じて保障するとい例外を設定できるとされています。これは常用型

うことになります｡､これは先ほどのパートのとき派遣のように派遣先がなくなったけれど労働契約

の発想と同じだと思っていただければ結構です。が続いているときのように賃金を払うというよう

そうじゃないものについては同じように扱いなさな形の例外は認められるという話と、もう一つ重

いという形になる。濫用防止のためにドイツはど要な例外と指摘されるのが5条1項です。最初の

ういう手法をとったのかというと、客観的理由が原則なんですが労働協約で例外を設定できるとい

なければ期間を設定することはそもそもできないうのをあらかじめもう指令の段階でいっておりま

というふうにしてあります。括弧の中身はごく例して、派遣の均等待遇だけは労使で話し合ってし

外ですが、基本的には日本は期間の設定に特に理つかり決めた方がいいというスタンスにたってい

由がいりませんが、ドイツの場合には最初からそます。まとめとしては、いうのは均等待遇原則を

れが要求されるということです。期間を設定でき要請するけれどもパート有期と比べると随分と緩

る客観的理由の例ですが、臨時の需要への対応、やかになっている実情があるということでしょう

教育訓練・大学終了後その後継続雇用させるためか。

に有期雇用をすると､あとは試用目的等が14条に

規定されています。どんな理由かというのは場合・ドイツ

によっては争わざるを得ないかもしれませんが、均等待遇にかかわるところをみていきますと、

基本的には日本と全然違って有期契約自体を利用派遣先に派遣中は派遣先の労働者に適用される労

する際に最初から利用目的を絞っているというこ働条件よりも劣る労働条件を定める合意は無効に

とであります。そうすると、人件費が安く済むかなると､労働者派遣法がEC指令の内容を国内法化

ら有期労働契約を使うというのは認められない。しています。また、ドイツでも労働協約による例

なお、例外的に客観的理由がなくても期間を設定外を認めています。さて、派遣労働への規制です

しうるがその場合は上限2年、2年以内で更新回が、建設業以外は派遣が自由化されている、派遣

数は3回までという規制があります。これは雇用期間の上限規制もないという状況です。しかし、

促進のために有期雇用を使うときにはこういった実際には有期労働契約法制のところで上限期間と

例外的に有期雇用を使いやすくしていますが、あいうものが決まってくることになります。違法な

くまで濫用されてはならないということで上限2労働者派遣が行われた場合の法的な効果は、法律

年（通算で2年)、2年間の中で3回まで更新して構成としては、法律で禁止された有料職業紹介が

いいですよという意味、発想になります行われそれは無効となって、労働者は派遣先に直

接雇用されるという結果をもたらすということで

O派遣労働す。たとえば、禁止業務である建設業について派

・ EU遣している場合には明確に違法なわけですからそ

派遣労働についはEUはどうしているかというの場合には直接雇用というのが法的な結果となり

と2008年に派遣労働に関するEC指令で、目的はます。

雇用の創出と柔軟な労働形態の発展に有効に貢献

することを目的としています。なお、以下では、Oまとめ、論点整理

均等待遇原則について紹介しておきたいと思いままとめ、論点整理ですが、EU、具体的にドイ
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ツなどでみてみますと非正規雇用は雇用促進のたすので。あと私だけかもしれませんがあくまでも

めに積極的に選択できる雇用形態として位置付け現在のところで分かる範囲になりますのでどうし

られようとしているところでありますが、その条ても分からないところについては、そういう話を

件として、均等待遇原則というのがやはり入れらさせていただきますので、調べても分からないと

れるというのが前提になってきます。これは公正ころあるかもしれませんので、ということですの

な労働条件でなければならないというような発想で、じゃあとりあえず。

でしょう。あとは個別の論点としては、パートタ

イム労働をみますとフルタイム・パートタイム双（青山：中京大学経営学部非常勤講師）

方の転換を要求することで、雇用形態間の垣根をじゃあ僕から一つ。先ほどご紹介あずかりまし

とり払おうというところがあったり、有期労働契た青山といいます。よろしくお願いします。今回

約のところであれば濫用防止を正面から認めて具報告と講演内容と頂いていろいろ興味深いお話し

体的に期間設定に理由を要求したりするというこを聞くことができたんですが、ワーキングプアと

とをずっとやっているところが特徴でしょう。いう問題が、日本においてマスコミなどにおいて

また、非正規雇用をどう位置付けるか、雇用のも、特に、というふうに近年盛んに報道されるよ

中で正規雇用と非正規雇用はこれまで分断されてうになってきて問題視されてきているというそう

きたわけですが、非正規雇用を労働者にとってもいう状況があるわけです。そのワーキングプアを

う少しより良い選択の可能な雇用として考えるか、放置しておいていいとは、おそらく誰も考えてい

進めるべきかという論点があります。いわゆるワなくて一部のそれによって利益を得るものにとつ

－キングプアの要因になっている格差の問題はこてみれば違うかもしれないですが、多くの人にと

ういったヨーロッパの発想で仮に対応していくとってみれば、これは改善すべきであるということ

すれば、日本ではどうなのか。もう少し端的に言を認識している問題だと思います。

うと日本でこのようなことできるのか。少し検討ここのところはいろんな要素から解決されてい

しないといけないと思いますくべきであって、一つは労働運動の一環として市

民運動として解決していく手法もあるでしょうが、

ここでは法的問題について考えるという限定があ

O質疑応答(紙幅の都合で一部のみを褐鮫しています｡）りますので、法的問題について考えていくといい

（山川）うことで3本の 報 告 が さ れ た わ け で す 。

お待たせしました。再開したいと思います。今その中で日本と韓国が非常に類似している状況

からの時間は少し質疑などをしたいと思います。にあるというなかでEUの方をみてみると､EUの

どんな感じでやるかというのは…何となくさせて中でもドイツということになるんでしょうが、若

いただきますので、基本的には将来的に、非正規干違う状況にあるようにも思われます。報告の中

雇用に関する均等待遇がどうなるかというところで日本と韓国のワーキングプアというものが正面

です。ですが、あまり具体的に検討しないですけから取りあげられていたのに対し、EUでは法制

れども、それがどう変わるか、それが可能かどう改革特にこの近年のパートと有期、派遣労働者Iこ

かというのも少し考えていきたいというのがござついても法制改革が中心の報告です。まずその話

います。具体的にどういう結論になるのかというをしていく前提としてヨーロッパの方ではワーキ

のはあまり考えておりませんけれども、まずこちングプアというものについてはどういうふうに捉

らのほうで少し問題設定と議論をしていきたいとえられているのか、日本と同じような社会現象と

思います。途中でいろいろと意見を頂ければいいして捉えられているのか、あるいはそもそも日本

のかなというのと、多少は話がまとまってからそや韓国と同様の問題として存在するかどうか、そ

ちらに質問を聞いたりとかしたい、どうしても話ういったところも含めて簡単にお聞きしたいと思

がしたいという方がいたら言っていただければ対います。

応するという形でいきたいと思いますので、その

辺遠慮されずに。遠慮して欲しいときは遠慮して（山川）

下さいと言いますので、話の流れがあったりしまヨーロッパのことは日本のように、あるいは韓
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国のように数字、統計の紹介をしていないので現

状がわかりにくかったと思われます。実際そこま

でしっかりと確認していないところもあるんです

けれど、ワーキングプアがどのような問題になる

のかというと、ヨーロッパの場合は労働市場にお

いて疎外される層の人たちがいる、女性と障害者

と高齢者とその人たちです。その人たちは労働市

場に参入しづらく、したとしても、非正規の雇用

で働くなど実際雇用が不安定のようで、それで経

済的にも困窮する場合が多いということが、社会

的に排除されているという状況があるかと思われ

ます。このような、元々労働市場の中で不利益を

被っていた層が、障害者、女性、高齢者で、これ

らが非正規雇用とかさなるといった形で問題には

なるというのはあると思います。ただ、法制自体

は日本とは随分違って、今日紹介した内容も必ず

しも2000年代に入って新しくできたものではな

く、昔からのものも非常に多いので、日本で問題

となるワーキングプアのような問題はやはりある

んですけれど、じゃあ日本みたいに対応しようと

いう、新しく法律をつくるということでもないと

思いますb

（青山）

なんでそういうことをうかがいたかったのかと

いうとですね、ヨーロッパの方の法改正をみてい

くと差別解消の問題というのも含まれているんで

すが、むしろ雇用をどうやって高めていくか、失

業率をどうやって改善していくかというところに

重きが置かれていてそのために使えるからパート

とか有期労仙ないし派避というものを祇極的に活

用していく。だから雇用形態を柔軟にすることに

よって、今まで埋められなかったポストを無理矢

理にでも埋めて、;標準的労働者というか正規の人

たちのようになれなかった人たちのポストをとり

あえず埋めていこうというような狙いがあるもの

であって。そうすると日本のようなワーキングプ

アをどうするかという考え方に沿ったものでもな

く、ワーキングプアを解消する手段としてそうい

った道具として使えるんだろうかという疑問が一

つあるんですが、その点についてはどうでしょ

う？

(山川）

使えるというと？

(青山）

使えるというのはいろんな意味で…。

（山川）

ヨーロッパの場合は均等待遇が結構取り入れら

れやすかったんですね。それはなぜかというと同

一価値労側l、同一賃金の原則が比較的、日本なん

かと比べるとやりやすかった。職務給などで職に

見合った賃金が払われるシステムなので雇用形態

については時間とか期間とか比例で同じ扱いをし

やすいというのがありますので。もともとワーキ

ングプアみたいに雇用形態等で問題、格差があっ

て貧困に近くなるという発想自体、問題自体はお

そらくあって、ただ同一労働、同一賃金というの

はもともと女性、男女の同一賃金の問題でそれを

是正するためにこの議論が発展してきたのですが、

それが拡大されて現在は障害とか性とか人種とか

宗教とかそういったものを超えて雇用形態におい

ても均等待遇をということになるものでﾏﾘ毛です

から、その意味ではもともとの問題として均等待

遇が入る前まで女性の貧困層、働く女性の貧困胸

をどうやって処遇、格差を是正していくかという

問題の解決にかんして均等待遇原則、差別禁止の

ようなものの根底には、ワーキングプアのような

ものを問題としていたというのは歴史的にはある

と思います。

(背山）

法律の考え方でいうと、そもそも有期契約とか
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パートとか派遣をもっと積極的に位置付けるか、方がとれるのでは。ヨーロッパでは有期契約に額

それとももうちょっとネガティブに位置付けるか極的に法律の規制がされているんですけれども、

という考え方自体が日本とドイツでは大きくもと発想は有期契約を使うことで解雇制限を、ドイツ

もと違っていたと思います．そういった考え方のもそうなんですが、解雇制限法というのがあって

違いが底辺にあって、それにもとづいていろんなその解雇制限法の適用を免れるために有期契約を

法律が作られていると。ドイツなんかだともとも使う。つまり労働者の解雇、労働関係の終了を容

とは有期なんかに限っていえば有期契約自体は積易にするために有期契約を使うというのがダメだ

極的に行われてこなかったし、有期契約自体は標から、有期労働契約の設定には目的が必要だとい

準的な労働関係ではないといわれて、どちらかとうことをドイツの連邦労働裁判所の決定がいって

いうと有期契約する側から標準的な労働関係で雇いるわけなんですけれど。日本も同じような発想

えということが多かった。日本はそこは全く違っがあって、その規制のスタートラインとして、更

て有期契約というのは非常に企業にとって有用な新拒絶の法理というのがあって、それは期間の定

上に積極的に取りあげられてきた。そもそも有期めのないいわゆる正社員の解雇が制限されている

契約についてネガティブなイメージを持っている状況があるのを前提に、有期契約だったらその更

かとポジティブなイメージを持っているかという新の際には何の保護もいらないかというと、期間

違いが大きくあるなかで、ヨーロッパ的な有期契の定めのない労働契約と実質的に異ならないとか、

約の考え方を前提にする法律を日本の中に持って期間の定めはあるけれども継続が期待できるよう

きてそれが上手く作用するかという点はどうでしな契約形態については、できる限り腿用保障を正

ようか？規と同じような形にして簡単に解雇できない、つ

まり簡単に更新拒絶、労働契約を終了できないよ

（山川） う に す る た め に、労働契約上の地位確認謂求を認

有期の設定に理由付けはされるか？めてきた。それはベースは同じで、あとはどのタ

イミングで同一の趣旨の規制をするかというとこ

（青山）ろだと思うんです ね 。 例 え ば ヨ ー ロ ッ パ の 手 法が

それも含 め て で す 。 日 本 で 取り入れにくいかということについては、

取り入れにくいのは当然なんですね。経済的合理

（山川）性のために企業が 有 期 労 働 契 約 を 使 っ て い る わけ

日本はとくに有期労働契約はいいものだというで、日本の例でいうと現在の有期労働契約でもそ

イメージなんですかね。僕は労働者側としては、うなんですけれど、有期労働契約のあり方研究会

期間があっても、ずっと長い間働かされるというの報告の最初の論点としては、期間設定の理由を

問題については、その点はドイツも同じような問設定すべきだというところで論点がスタートして

題かな、どこの国も同じような話かな、と思いまいたんですけれど、これはやはり反発が大きいの

すけれど企業経営上有用かなというのはドイツもで時期尚早だろうというところがあったんです。

同じで…。というところなの で 政 治 的 か け ひ き の 問 題 で 立法

としてはやり辛いというのがあるだろうと｡ただ、

（青山）発想としては入れられるかどうか。最初から期 間

僕が言ったのは、それは有期契約について非常の設定は何でも自由でいいかとそこまでいえるか

に緩やかな規制になっている日本とそういった考というとそれはないだろうというので、どうする

え方があるがために法律法制自体がかなり厳しいのといわれると難しいと思いますけれど。

形態になっているEUの違いがある中でEUの規

制がそのまま日本に持ってきて使えるか、という（青山）

話で す 。その点で少し、文さんの報告の中で、日本の労

働法にはこういった、期間の上限を超えたら無期

（山川） 契 約 と み な さ れるというような考え方はあまり な

どうですかね。発想自体は実は同じような考えかつたところでドイツの影響が非常に強い部分に
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みえるんですが、韓国がある意味日本に先立ってとを影響として事件として労働委員会のレベルで

ドイツのこういったことを入れたときの図らずも約20件から30件､多いときでも40件くらいだけ

実験的な役割を果たしてくれているようにみえるです。

んですね。これができたときの経緯とか実際どう

いうふうに運用されたのかというところもしご存（聴識者A）

じでしたらお願いします。ちょっといいですか？今のことに関してですが、

さっき説明でですね､実質には11ヵ月目くらいで

（文）契 約を止めて、間をおいてやるというようなこと

これは実は基本枠組みは最初にされたときに有を話されていましたよね？それはどういうことな

期契約のようにまず流れとしては日本に法律があんですか？

るかどうか、次にこういったことがドイツはいつ

もワンクッションでくるので日本で一緒の議論が（文）

あれば助かりますけれどそうじゃなければドイツ反復更新ですので最初は2年間ということです

から持ってきてこれをどうするかというところでね。契約をきちんと2年までというのではなくて

やっているわけですが、そういうことが学者の層6カ月、3カ月、そういう期間の定めは自由ですの

が厚くもないし、ある意味では研究している方々で．･･･

も一緒に時間をかけて議論したりですとかあまり

ないわけですから、たぶんいろんな意味では統一（聴識者A）

的な要素を取り入れて調整するというふうに、私なんか11ヵ月目で止めて、1ヵ月空けて次にま

は推測しておりますが、こういった研究会のときた雇用するようなことをおっしゃったんですよ

Iこは両方の意見を取り入れてというところがあるね？

ので逃げ道としては大統領令ということを設けて

ですね改正していくそういった手法をとってです（文）

ね中身を埋めていくという形なんです。これず－とやってですね。これが2年間ですよ

ね。そうすると事例的にはですね。ここをまず2

（青山）年間でこれを継続 で き た か ど う か と 判 断 す る に あ

とすると、文さんこれはドイツの影響があったたってですね、先ほどちょっと答えが…例えば1

んだろうと推測できるということで、結果これは年目ですよね。1年目は継続的ですよね。そうす

上手く機能したのかしなかったのかというとどうると同種及び類似するものの業務に携わって2年

でしょう？という条件が後から付けられるものですから11

ヵ月頃にですね。これを転換しちゃうわけ。

（文）

今のところですね、こういった有期労働者のと（聴識者A）

ころでは、これをみますと理論的にはですね2年違う業務で仕事をすると？

を超えたならば採用しなければならないんですけ

れども、それでは大統領令がどんどん増えていき（文）

ます｡1年に1回2回ですね｡2年1回から今までそうです。だから外からすると同じ総務課で具

改正が4回くらいあったと思うんですけれど、ど体的に何かをやっていますよね｡計算したりとか、

んどん項目が増えていくんです。一概には言えま．それを配腫転換という形で切る。だから最初から

せんけれど、結果的にですね裁判例として表れて11ヵ月ということを設定してやるんですよ。

きたりとか、労働委員会に訴えたとかそういった

議論の的になったりとかそれは分かるんですけれ（聴識者A）

ども、これはあくまでも理論像を勉強している研2年にならないように？じゃあ11カ月で設定し

究している方の間では取りあげて盛んに議論はしてそこで配置転換してと…。

ておりますけれど、現実的にはですねこういうこ
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（文）

そうです。そうするとずっと反復更新になるの

で10年経ってても同種及び類似する業務に当た

るかどうかというのは、裁判所の判断に委ねられ

るという判断です。

（聴講者A）

ということは、今日本でこういう建議がされな

いことは実際これが規制されたらかなわないのが

本音なんですよね？経営者は。どうやって逃げて

やろうかなと考えていたら。

(山川）

日本の場合は同種がというのが…。

(聴講者A）

それが付いてなければちょっと難しいですよね。

（山川）

有期契約をいったん終了した後、次の有期契約

の締結を可能とするための空白期間、つまり、ク

ーリング期間みたいなものがありますよね。建議

の部分で確かありまして…。

（文）

基本的にはこういうことがですね前提として組

合が前はサポートしてくれたんですけれど、やは

り歴用形態が違うんですから産業別組合じゃない

となかなか企業としては対応しきれないところが

ある。立法的にもつと具体的に項目を設けて勉強

しようと､そういったことをいっていますけれど、

なかなか聞き入れてくれないんですよね。経営側

はいつも日本の例を引っ張ってきて一生懸命日本

のあったことを勉強していますが、彼らは。
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（山川）

経営側もですね、ある程度抜け道を残しておけ

ば、最初、法の規制を入れても何とかうんと言う

んですかね？少し規制を進める方法としては、抜

け道のあるものを制定して、様子を見て厳しくす

るというのも､現実的な選択肢としてはありかと。

（立注動向は報告時までの状況です｡）
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地域経済総覧2012 ＊＊＊

地方交付税制度解説補正係数基準財政収入額編平成22年 ＊＊＊

地方交付税制度解説補正係数基準財政収入額編(別冊）平成22年度 ＊＊＊

市町村別決算状況調平成21年度 ＊＊＊

類似団体別市町村財政指数表平成23年10月 ＊＊＊

編集後記

今年度の最終号として「地域問題研究交流集会」の内容をお伝えします。今回は、本研究所の山川研究

員が中心となり、ワーキングプア問題を労働法の観点から検討しました。今回の交流集会の大きな特徴は、

非正規雇用の現状と法政策の課題について、日本、韓国、EUの比較に基づいた議論が行われたことです。

編集人は、この交流会の報告・議論の内容を読み、「誰のための、何のための規制か？」「働くとはど

ういうことか？」という問題を、もっともっと広く多くの人と識蹄しなければいけないと感じました。今

年も厳しい就職戦線。本学の学生たちも毎日、奮闘しています。彼ら、彼女らが積極的に選択し得るよう

な「働き方」を創出しなければなりません。

来年度も三重短期大学地域問題研究所では、地域問題に関する研究成果の発信、あるいは地域問題を考

えるうえでも不可欠となる様々な社会問題に関する研究の発信を、菰極的に行っていきます。どうぞご期

待ください。（KS）
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